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改
修
工
事
の
た
め
、
市
役
所
７
階（
ロ
ビ
ー
、
昼

食
ス
ペ
ー
ス
）は
、
10
月
31
日（
金
）ま
で
利
用
で
き

ま
せ
ん
。

※ 

状
況
に
よ
り
、
期
間
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
総
務
係
へ
。

市
役
所
本
庁
舎
７
階
の
利
用
を
休
止

Ｇ
Ｌ
Ｐ
昭
島
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
関
す
る
環
境
影
響
評
価
書

の
縦
覧
な
ど
を
実
施
予
定

　
日
程
な
ど
詳
し
く
は
、「
広
報
あ
き

し
ま
」３
月
15
日
号
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
環
境
保
全
係
へ
。

若者なんでも相談窓口を開設若者なんでも相談窓口を開設
　学校・職場・家庭での悩み、交
際相手や性に関すること、頭の中
でもやもやとしていることなど、
どんな相談にも応じます。
　電話での相談や、友人との参加
もできます（予約した方を優先）。
◇日時
＊ ３月７日（金）の午後１時～７時
＊ ３月15日（土）の午前10時～午後

４時
＊ ３月25日（火）の午前９時～午後
５時
◇ 場所　アキシマエンシス校舎棟
◇対象　おおむね30歳以下の方
☆申し込みは、男女共同参画セン
ター（アキシマエンシス校舎棟内）
☎519-5701へ。

３月10日は「東京都平和の日」３月10日は「東京都平和の日」
◎黙とうにご協力を
　昭和20（1945）年３月10日、東京
大空襲で10万人ともいわれる尊い
命が失われました。
　東京都では、この日を忘れず、
戦争の惨禍を再び繰り返さないこ
とを誓い、３月10日を「東京都平
和の日」と定めて記念式典を開催
します。
　この式典では、午後２時から１
分間の黙とうを行います。市民の
皆さんも、世界の恒久平和を願い、
式典に合わせて黙とうにご協力を

お願いします。
◎平和パネル展
　東京空襲の体験者が、自らの記
憶をもとに描いた空襲体験画を展
示します。
◇ 日時　３月６日（木）～11日（火）
の午前８時45分～午後８時（８
日～ 10日は午後６時まで、11
日は午後３時まで）
◇ 場所　アキシマエンシス国際交
流教養文化棟
☆詳しくは、企画政策課へ。
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介
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費・介
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世
帯
に
お
け
る
医
療
費
と
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
、
限
度

額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
す
る
と
、
超
え

た
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
か
ら
年
単
位
で
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

　

医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
い
ず

れ
か
で
自
己
負
担
額
が
な
い
世
帯
の
方

は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◇ 

対
象　

令
和
５
年
８
月
〜
６
年
７
月

に
、
世
帯
に
お
け
る
医
療
費
と
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合
計

が
下
の
表
の
限
度
額
を
超
え
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
方

① 

７
年
３
月
中
旬
に
市
ま
た
は
東
京
都

広
域
連
合
か
ら
お
知
ら
せ
が
届
い
た

② 

対
象
期
間
内
に
、
加
入
し
て
い
た
医
療

保
険
に
変
更
が
あ
っ
た

③
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

◇
申
請

＊ 

①
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
＝
お
知
ら

せ
に
基
づ
き
市
役
所
保
険
係
・
後
期
高

齢
者
医
療
係
で

＊ 

②
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
＝
６
年
７

月
31
日
現
在
に
加
入
し
て
い
た
医
療

保
険
の
窓
口
で

＊ 

③
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
＝
介
護
保

険
の
自
己
負
担
額
証
明
は
市
役
所
介

護
保
険
係
で
、
療
養
費
の
請
求
は
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
の
窓
口
で

☆
詳
し
く
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ

い
て
は
保
険
係
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
つ
い
て
は
後
期
高
齢
者
医
療
係
、
介
護

保
険
制
度
に
つ
い
て
は
介
護
保
険
係
へ
。

▼高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
合算する
制度

所得区分

後期高齢者
医療＋介護
保険

国民健康保険または被用者保険＋介護保険
70～74歳の方のみの世帯 70歳未満の方がいる世帯

現役並み所得者
（上位所得者）

Ⅲ（課税所得690万円以上）＝212万円
Ⅱ（課税所得380万円以上）＝141万円
Ⅰ（課税所得145万円以上）＝67万円

＊ 基礎控除後の所得901万円超＝
212万円
＊ 基礎控除後の所得600万円超～
901万円以下＝141万円

一般所得者 56万円
＊ 基礎控除後の所得210万円超～
600万円以下＝67万円
＊ 基礎控除後の所得210万円以下
＝60万円

低所得者（住民
税非課税世帯）

Ⅱ＝31万円
Ⅰ＝19万円 34万円


